
大野城まどかぴあ図書館複写サービスに関する要領 

 

平成２５年 ３月２２日 

要領 第１１号 

 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、大野城まどかぴあ設置条例施行規則第２８条の規定に基づき、大野 

城まどかぴあ図書館資料の複写サービスを実施するにあたり必要な事項を定めるものと 

する。 

（複写資料） 

第２条 資料を複写できる場合は、著作権法第３１条第１項第１号に定めるところによる。 

ただし、相互貸借等によって他の図書館から借り受けた図書資料については、「図書館間 

協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」による複写を認 

める。利用者の持参した資料は複写の対象外とする。 

（複写の料金） 

第３条 複写の料金は次の表のとおりとする。 

区分 料金 備考 

モノクロ １枚につき １０円 用紙両面使用の場合は、片面を１枚とし 

カラー １枚につき ５０円 て額を算定する。 

（複写の申込手続き） 

第４条 複写を希望する者は、複写申込書に記入し、承認を受けなければならない。 

（その他） 

第５条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成２５年４月１日より適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


